
 第４８号議案 

 

 

亀岡市消防団条例の一部を改正する

条例の制定について 

 

 亀岡市消防団条例（昭和３０年亀岡市条例第４９号）の一部を改

正する条例を次のように制定するものとする。 

 

   令和６年２月２１日提出 

 

             亀 岡 市 長  桂 川 孝 裕 

 

 

亀岡市消防団条例の一部を改正する条例 

 

 亀岡市消防団条例（昭和３０年亀岡市条例第４９号）の一部を次

のように改正する。 

 

 別 表⑴ の項中 「３４， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ３５， ２ ０ ０ 円 」 に 、 

「２３，０００円」を「２８，６００円」に、「１８，０００円」

を「２５，４００円」に改める。 

 

   附 則 

 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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亀岡市消防団条例の一部を改正する条例案要綱 

 

 

１ 消防団員の処遇を改善し団員を確保するため、部長、班長及び

団員の報酬を次のように改めること。 

 

改正前 

部長   年額 ３４，０００円 

班長   年額 ２３，０００円 

団員   年額 １８，０００円 

改正後 

部長   年額 ３５，２００円 

班長   年額 ２８，６００円 

団員   年額 ２５，４００円 

 

２ この条例は、令和６年４月１日から施行すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48-1 


